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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月28日(2019.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　副甲状腺機能低下症の治療に用いるための医薬組成物であって、治療を必要とする対象
に経口投与法によって投与するためのものであり、
　副甲状腺ホルモンまたはその断片と、
　ＳＮＡＣ（８－Ｎ－（２－ヒドロキシベンゾイル）アミノカプリル酸ナトリウム）と
を含む、医薬組成物。
【請求項２】
　前記断片がテリパラチドを含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記組成物が少なくとも１つのプロテアーゼ阻害剤をさらに含む、請求項１または２に
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記載の組成物。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロテアーゼ阻害剤が、少なくとも１つのトリプシン阻害剤を含
む、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのトリプシン阻害剤が、ライマメトリプシン阻害剤、アプロチニン
、ダイズトリプシン阻害剤およびオボムコイドトリプシン阻害剤からなる群より選択され
る、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのトリプシン阻害剤が、ダイズトリプシン阻害剤を含む、請求項４
に記載の組成物。
【請求項７】
　前記組成物の経口投与法による投与後の前記副甲状腺ホルモンまたはその断片の吸収に
ついて、平均Ｃｍａｘが２５ｐｇ／ｍｌ～１０００ｐｇ／ｍｌの範囲内となるように前記
組成物は処方される、請求項１～６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　１００～３０００μｇの範囲内の量の前記副甲状腺ホルモンまたはその断片を含む、請
求項１～７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記量が、７５０～３０００μｇの範囲内である、請求項８に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、経口投与法による少なくとも１日２回の投与用である、請求項１～９の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記組成物が、経口投与法による１日３回または４回の投与用である、請求項１０に記
載の組成物。
【請求項１２】
　前記組成物が、長期放出製剤および／または多峰性放出製剤として処方される、請求項
１～７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記組成物が、経口投与法による１日１回または２回の投与用である、請求項１２に記
載の使用または組成物。
【請求項１４】
　２００～１２０００μｇの範囲内の量の前記副甲状腺ホルモンまたはその断片を含む、
請求項１３に記載の組成物。
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